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当面受入れしない理由（n=103）

社会福祉法人美浜町社会福祉協議会（以下、美浜町社協）では、『ひとりのしあわせの
ために　みんなで育む「ほっとかない」まち』の実現をめざしています。それは、国際的
に進められている、SDGｓの「誰一人取り残さない」という原則に基づいた17の共通目
標のいくつかを、すでに体現しているものでもあります。

美浜町社会福祉協議会×SDGｓ美浜町社会福祉協議会×SDGｓ03
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　 これからの取り組みについて
地域社会から孤立している人達を見過ごさず、他人事ではなく
自分事としてとらえ、また地域全体の課題として考えられる町づく
りを目指していきます。コロナ禍がもたら
した生活様式の変化に伴い、少人数で気
軽に集える場のさらなる創出と、個別の福
祉的なニーズに応えられる社会資源の創出
に取り組んでいきます。

［取材協力］　社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会   主事　塩濵功平 氏

　 美浜町社協がほっとかないまちづくりにむけて取り組んでいること
「誰一人取り残さない」ためには、『集落』という身近な生活単位における支えあいの
つながりづくりが大切だと考えています。集落ごとの福祉委員会の設置推進とその活動
支援をはじめ、つながりの場となる「みんなの食堂」への支援を行い、現在では町内
5つの集落で取り組みが進められています。そのほかにも町民の皆さんが、より困りごと
を相談しやすい仕組みとして、美浜町社協公式ＬＩＮＥも開設しています。
これまでも町内の多くの方から野菜やお米のご寄付をいただき、それらを経済的に
困窮している方にお届けしていたのですが、その中で「せっかく食材をもらっても料理が
できない」という声があり、料理教室の開催につながりました。また、「ファミマフード
ドライブ」に参加し、町内のファミリーマートさんと連携して、ご家庭で食べきれない
食品等をお預かりし、必要な方にお届けすることで支えあいの輪が広がっています。
この「ほっとかない」まちづくりの実現は、子どものころから地域、そして他者への理解
を育むことから始まります。美浜町社協では町内各小学校（３校）の福祉学習に協力し、年間15限～20限という多く
の授業数を通じて、自分が住む地域への愛着、そして地域社会における多様性への理解を育めるよう取り組んでいます。

　 美浜町社会福祉協議会が取り組むSDGs
ひとりのしあわせのためにみんなで育む
「ほっとかない」まちづくりを進めます。
●みんなで集落がもつ「力」を高めます。
●みんなが「つながる」しくみをつくります。
●みんなで「支えあえる」しくみをつくります。
●みんなで「しらせ」をつなげます。
●みんなが「活躍できる」場所をつくります。

料理教室は参加者と地域の方が
つながる場にもなっています

「研修受講サポートシステム」上の
事業所情報の更新をお願いします

令和4年度より運用を始めた「研修受講サポートシステム」をご活用いただきありがとうございます。
　研修所では、ご登録いただいた事業所情報（住所やメールアドレス）を基に研修のご案内、ご連絡をしております。
お手数ではございますが、研修に関する通知や最新の情報を確実にお届けするためにも、事業所情報に変更があった
場合はシステム上の情報も併せて更新いただきますようお願いします。
※令和３年までに開設されている事業所には、各事業所のID・パスワードを令和４年１月下旬に郵送にてご案内しております。

●メールアドレスが変わった ●事業所の住所が変わった　
●担当者が変わった ●電話・FAX番号が変わった 等

◆こんな時には事業所情報を更新してください ◆新規事業所を開設した場合は
　事業所の登録をしてください

◆「研修受講サポートシステム」に関するお問い合わせは、人材研修課（℡0776-21-2294）へお願いします。

事業所情報の更新等の手順は
右記の二次元コードから確認いただけます。

タイ人技能実習生（第２期生）の受入れ
～外国人介護人材育成支援事業～

　本年４月のタイ人技能実習生（第１期生）に続く、第２期生（８名）が９月16日の入国から約１か月の
入国後講習を経て、10月24日から県内の介護事業所５か所で実習をスタートさせました。これから３年間、
それぞれの介護現場で福井の介護技術を学びます。
　なお、今回の実習生のうち６名は、タイに県内の介護福祉士を派遣して教育を行うなど、本県独自に育成
した初めての実習生です。現在もタイの高校と連携した実習候補者の教育を進めており、実習生の確保、安定
した受入れ体制の強化を図ってまいります。

県内介護事業所の外国人材受入状況について
令和4年7～8月実施アンケート調査より令和4年7～8月実施アンケート調査より

回答のあった事業所では、7月1日現在、外国人介護職員（以下「外国人」という。）を受入れしている事業
所が約3割（30.3％）という結果でした。なお、介護老人福祉施設（特養）においてはその割合は6割以上（61.5％）
となっています。
一方、現在外国人の受入れを行っていない事業所で、「当面は受入れを行わない」とする事業所は6割弱

（57.9％・103事業所）でしたが、一方で「介護人材を確保できている」は36.9％にとどまります。人材不足
を認めつつ、外国人を受入れることについては、生活指導・監理（46.6％）、経済的負担（27.2％）、職場へ
の影響（26.2％）という点で不安を感じている事業所が多いことがうかがえました。
今回得られた調査結果を基に、外国人受入れに対する不安の解消に努めるなど、本県への外国人介護職員
の受入れを進めてまいります。

タイ人技能実習生受入式（令和4年10月5日） 入国後講習（介護）の様子

人材が確保できている 38
（36.9％）
48

（46.6％）
28

（27.2％）
27

（26.2％）

人材は不足しているが、
外国人受入は生活指導・管理に不安がある
人材は不足しているが、
外国人受入は経費的負担に不安がある
人材は不足しているが、
外国人受入は職場への影響に不安がある

0その他

※複数回答であり、割合合計は100％を超える

現在の外国人介護職員を受入れ状況（n=178）

受入れしている
54

（30.3％）

21（11.8％）

受入れしていない
（受入れを検討している）

103
（57.9％）

受入れしていない
（当面受入れない）
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